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(57)【要約】
【課題】Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレットの有機顔料粒子径を小さくし、三波長型バック
ライトと組み合わせることで、広い色再現領域と高いコントラストを有する液晶表示素子
を提供する。
【解決手段】平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種類含むカラーフ
ィルタと、緑色の輝線のピークが５２０ｎｍ～５４０ｎｍの間にある三波長型バックライ
トとを有してなる液晶表示素子。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種類含むカラーフィルタと、
緑色の輝線のピークが５２０ｎｍ～５４０ｎｍの間にある三波長型バックライトとを有し
てなることを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】
　平均粒径３０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種類含むカラーフィルタを有
してなることを特徴とする請求項１に記載の液晶表示素子。
【請求項３】
　前記平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子が、有機顔料を良溶媒に溶解させた後、
前記有機顔料に対しては貧溶媒となる溶媒中に注入することにより製造してなることを特
徴とする請求項１または２に記載の液晶表示素子。
【請求項４】
　前記三波長型バックライトは、赤色、緑色、および青色の発光ダイオードからなること
を特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の液晶表示素子。
【請求項５】
　前記有機顔料ナノ粒子が、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３である、請求項１～４
のいずれか１項に記載の液晶表示素子。
【請求項６】
　前記カラーフィルタが、仮支持体上に、熱可塑性樹脂層と中間層と着色感光性樹脂層と
を設けた感光性樹脂転写材料を用い、前記着色感光性樹脂層と基板とを加熱しながら密着
させて前記基板へ転写した後に、前記仮支持体または前記仮支持体と熱可塑性樹脂層とを
剥離し、前記基板上に転写された前記着色感光性樹脂層をパターン露光し、その後現像し
て前記基板上に画像を形成する方法によって形成されたことを特徴とする請求項１～５の
いずれか１項に記載の液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、緑色の色再現領域が広く、かつコントラストに優れ、さらに長時間表示適性
に優れる液晶表示素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶ディスプレイにおいて緑色（Ｇ）方向の色再現範囲を広げるため、従来の三
波長冷陰極管に代わり、三波長タイプのＬＥＤバックライトが用いられてきつつある。
　また、パネルコントラストを高めるため、カラーフィルタに用いられる顔料についても
より微細化が求められている。
　従来、顔料は、鮮明な色調と高い着色力、耐候性を有し、多くの分野で広く使用されて
きている。これらの顔料の中でも実用上重要なものは、一般に、微細な粒子のものが多く
、該顔料の凝集を防ぎ微細化することによって鮮明な色調と高い着色力とが得られる。し
かし、例えばソルトミリングのような物理的な方法で顔料をより微細化していくと、該顔
料の分散液は高粘度を示すことが多い。このため、この顔料分散液を工業的規模で調製し
た場合は、該顔料分散液の分散機からの取り出しが困難となったり、パイプラインによる
輸送ができなくなったり、更には貯蔵中にゲル化して使用不能となる等の問題があった。
【０００３】
　そこで、従来においては、流動性、分散性に優れた顔料分散液あるいは着色感光性組成
物を得るため、有機顔料の表面処理を行ったり（例えば、特許文献１及び２参照）、種々
の分散剤を使用したりすることが知られている（例えば、特許文献３及び４参照）。また
、良溶媒に溶解した試料を攪拌条件や温度を制御した貧溶媒に注入することにより、ナノ
粒子を得る再沈法を用いる方法が、例えば、特許文献５に述べられている。
【０００４】
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　該着色感光性組成物を用いて着色画像を形成する場合、一般に、着色感光性組成物の塗
布液を基板上に塗布して該着色感光性組成物による層を形成した後、露光・現像を行なう
。この現像の際に用いる現像液として環境に与える影響の少ないアルカリ性水溶液が使用
されることが多いが、それに対応しうるものであることが要求される。その一方、着色感
光性組成物の塗布液に用いられる溶媒（顔料の分散媒）としては、塗布後の乾燥の容易な
ものであることも要求される。
　また、このような着色感光性組成物による層は、一般に極めて薄く、かつ、薄厚で高い
着色濃度を示すことが要求されることから、例えば有機溶媒中に、有機顔料を高度に、ま
た均一に微細化した状態で分散させることが必要となる。
【０００５】
　しかし、これらの要求を満足し、前記顔料の分散性、流動性等に優れ、さらには液晶表
示装置のカラーフィルタとしての表示特性の要求に応えられる顔料分散物、それを含む顔
料分散組成物及び着色感光性組成物は、未だ開発されていないのが現状である。
【０００６】
【特許文献１】特開平１１－２６９４０１号公報
【特許文献２】特開平１１－３０２５５３号公報
【特許文献３】特開平８－４８８９０号公報
【特許文献４】特開２０００－２３９５５４号公報
【特許文献５】特開２００４－１２３８５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、広い色再現領域と高いコントラストを有する液晶表示素子の提供を目的とす
る。ＬＥＤバックライトの緑色（Ｇ）ピークは、三波長冷陰極管のＧピークに比べ、短波
かつブロードであるため、従来のカラーフィルタを組み合わせると、特に青色（Ｂ）に緑
色（Ｇ）が混色し、Ｂ方向の色再現範囲が狭くなるという欠点がある。それを避けるため
には、カラーフィルタのＢを短波に寄せる必要があり、通常Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレ
ット２３のようなバイオレット顔料を使用するが、従来のＣ．Ｉ．ピグメントバイオレッ
トは、有機顔料粒子径が大きく、光散乱によりコントラストへの悪影響が大きいという欠
点があり、また長時間連続で表示する際の耐久性も不足であった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイ
オレット等の有機顔料粒子の径をナノメートルオーダーとし、三波長型バックライトと組
み合わせることで、広い色再現領域と高いコントラストを有する液晶表示素子を提供でき
ることを見出した。本発明はこの知見に基づきなされるに至ったものである。
【０００９】
　上記課題は下記の手段により達成された。
（１）　平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種類含むカラーフィル
タと、緑色の輝線のピークが５２０ｎｍ～５４０ｎｍの間にある三波長型バックライトと
を有してなることを特徴とする液晶表示素子。
（２）　平均粒径３０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種類含むカラーフィル
タを有してなることを特徴とする（１）に記載の液晶表示素子。
（３）　前記平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子が、有機顔料を良溶媒に溶解させ
た後、前記有機顔料に対しては貧溶媒となる溶媒中に注入することにより製造してなるこ
とを特徴とする（１）または（２）に記載の液晶表示素子。
（４）　前記三波長型バックライトは、赤色、緑色、および青色の発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）からなることを特徴とする（１）～（３）のいずれか１項に記載の液晶表示素子。
（５）　前記有機顔料ナノ粒子が、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３である、（１）
～（４）のいずれか１項に記載の液晶表示素子。
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（６）　前記カラーフィルタが、仮支持体上に、熱可塑性樹脂層と中間層と着色感光性樹
脂層とを設けた感光性樹脂転写材料を用い、前記着色感光性樹脂層と基板とを加熱しなが
ら密着させて前記基板へ転写した後に、前記仮支持体または前記仮支持体と熱可塑性樹脂
層とを剥離し、前記基板上に転写された前記着色感光性樹脂層をパターン露光し、その後
現像して前記基板上に画像を形成する方法によって形成されたことを特徴とする（１）～
（５）のいずれか１項に記載の液晶表示素子。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の液晶表示素子は、緑色の色再現領域が広く、かつコントラストに優れる。さら
に、黒のしまり等の描写力にも優れる。ノートパソコン用ディスプレイやテレビモニター
等の大画面の液晶表示素子等としても好適に用いることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　まず、本発明の液晶表示素子について説明する。
　本発明の液晶表示素子は、平均粒径５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を少なくとも１種
類含むカラーフィルタと、緑色の輝線のピークが５２０ｎｍ～５４０ｎｍの間にある三波
長型バックライトとを有してなる。
　本発明の液晶表示素子は、後述するカラーフィルタおよび、後述する三波長型バックラ
イトを組み合わせた液晶表示素子であり、上記カラーフィルタに対向するアレイ基板と、
上記カラーフィルタと上記アレイ基板との間に封入された液晶層等から構成されていてよ
い。
【００１２】
　本発明の液晶表示素子は、色再現領域が広く、カラーフィルタによる色分離が容易なＬ
ＥＤバックライトと、各色の色分離が優れ、ＬＥＤバックライトの各色ＬＥＤのピーク波
長に透過波長領域を合わせたカラーフィルタとを組み合わせてなり、ＮＴＳＣ規格の色特
性を有することができ、ＮＴＳＣ比を１００％以上とすることも可能である。
　本発明の液晶表示素子は、バックライト、カラーフィルタ以外に電極基板、偏光フィル
ム、位相差フィルム、スペーサ、視野角保障フィルムなどさまざまな部材から構成されて
よい。これらの部材については例えば「’９４液晶ディスプレイ周辺材料・ケミカルズの
市場（島　健太郎　（株）シーエムシー　１９９４年発行）」、「２００３液晶関連市場
の現状と将来展望（下巻）（表　良吉　（株）富士キメラ総研　２００３年発行）」に記
載されている。
【００１３】
　本発明の液晶表示素子の好ましい１つの実施態様を図１に基づいて説明する。
　図１は、本発明の液晶表示素子の１つの実施態様の構成の概略を示す断面図である。
　本発明の液晶表示素子の１つの実施態様は、透明基板１上にカラーフィルタ２、透明電
極３が順次設けられ、前記カラーフィルタ２に対向するアレイ基板４上にＩＴＯ電極５が
設けられ、前記透明電極３と上記ＩＴＯ電極５との間に封入された液晶層６を設け、かつ
前記アレイ基板４側の透明基板７側から照射する三波長型バックライト８を設けてなる液
晶表示素子である。
　なお、カラーフィルタ２中にブラックマトリックス９を適宜有し、液晶層６は液晶１０
を有する。
【００１４】
　次に、本発明に用いるカラーフィルタについて説明する。
　本発明に用いるカラーフィルタは、赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、および青色（Ｂ）ＬＥＤ
を用いた前記三波長型バックライトに対応して用いられるものであって、赤色（Ｒ）ＬＥ
Ｄのピーク波長が６２０ｎｍ以上であり、緑色（Ｇ）ＬＥＤのピーク波長が５２０～５４
０ｎｍであり、青色（Ｂ）ＬＥＤのピーク波長が４７０ｎｍ以下であるＬＥＤバックライ
トのそれぞれの波長に対応する赤色（Ｒ）画素部、緑色（Ｇ）画素部、および青色（Ｂ）
画素部を有するカラーフィルタであることが好ましい。
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　すなわち、本発明に用いるカラーフィルタは、カラーフィルタの赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ
）、および青色（Ｂ）の各画素部の透過波長領域を赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、および青色
（Ｂ）ＬＥＤのピーク波長と対応させたものであることが好ましい。
【００１５】
　次に、本発明に用いるカラーフィルタの各構成について説明する。
　本発明に用いるカラーフィルタに含まれる有機顔料ナノ粒子の少なくとも１種類は、平
均粒径が５０ｎｍ以下であるが、該有機顔料ナノ粒子の少なくとも１種類は、平均粒径が
３０ｎｍ以下であることがより好ましい。
１．緑色（Ｇ）画素部
　緑色（Ｇ）画素部のピーク波長の透過率が、７５％以上であることが好ましく、８０～
９０％であることがより好ましい。ピーク波長が上記範囲内であることにより、明度の高
いカラーフィルタとすることが可能である。
【００１６】
　本発明において、上記の緑色（Ｇ）画素部の有機顔料の種類としては、カラーフィルタ
の画素部に用いられる有機顔料であれば特に限定されないが、本発明に用いる有機顔料ナ
ノ粒子について後述する有機顔料のうち、緑色顔料ないしは黄色顔料を用いることが好ま
しく、前記緑色顔料ないしは黄色顔料からなる有機顔料ナノ粒子を用いることがより好ま
しく、前記緑色顔料ないしは黄色顔料からなる５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を用いる
ことがさらに好ましい。これにより、赤色（Ｒ）および青色（Ｂ）ＬＥＤの波長領域にお
ける緑色（Ｇ）画素部の透過率を抑えることができる。
【００１７】
　ここで、上記分光透過率の値はオリンパス光学工業（株）製分光測色計ＯＳＰ－ＳＰ２
００により測定した分光透過率値である。
【００１８】
２．青色（Ｂ）画素部
　青色（Ｂ）画素部のピーク波長の透過率が、７２％以上であることが好ましく、７５～
８５％であることがより好ましい。ピーク波長が上記範囲内であることにより、明度の高
いカラーフィルタとすることが可能である。
【００１９】
　上記の青色（Ｂ）画素部についても、カラーフィルタの画素部として用いられるもので
あれば、特に限定されるものではないが、本発明に用いる有機顔料ナノ粒子について後述
する有機顔料のうち、青色顔料ないしは紫色顔料をもちいることが好ましく、前記青色顔
料ないしは紫色顔料からなる有機顔料ナノ粒子を用いることがより好ましく、前記青色顔
料ないしは紫色顔料からなる５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を用いることがさらに好ま
しい。これにより、赤色（Ｒ）および緑色（Ｇ）ＬＥＤの波長領域における青色（Ｂ）画
素部の透過率を抑えることができる。
【００２０】
３．赤色（Ｒ）画素部
　上記赤色画素部のピーク波長の透過率が、８５％以上であることが好ましく、９０～１
００％であることがより好ましい。ピーク波長が上記範囲内であることにより、明度の高
いカラーフィルタとすることが可能である。
【００２１】
　上記の赤色（Ｒ）画素部についても、カラーフィルタの画素部として用いられるもので
あれば、特に限定されるものではないが、本発明に用いる有機顔料ナノ粒子について後述
する有機顔料のうち、赤色顔料ないしはオレンジ色顔料をもちいることが好ましく、前記
赤色顔料ないしはオレンジ色顔料からなる有機顔料ナノ粒子を用いることがより好ましく
、前記赤色顔料ないしはオレンジ色顔料からなる５０ｎｍ以下の有機顔料ナノ粒子を用い
ることがさらに好ましい。これにより、青色（Ｂ）および緑色（Ｇ）ＬＥＤの波長領域に
おける赤色（Ｒ）画素部の透過率を抑えることができる。
【００２２】
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　本発明に用いるカラーフィルタは特にその構造等は限定されるものではなく、上記画素
部の他に、ブラックマトリックスや保護層、透明電極、配向層等を有するものであっても
よい。
　また、画素部の配置についても、特に限定されるものではなく、ストライプ状もしくは
千鳥状等に配置されて構成されるものであってもよい。
【００２３】
　また、本発明に用いるカラーフィルタの画素部の膜厚は、０．１μｍ～４．０μｍであ
ることが好ましい。画素部の膜厚が上記範囲内であることにより、液晶の配向等に影響を
及ぼす可能性が低く、また高精細であり、かつ明度の高いカラーフィルタとすることが可
能である。
　次に、前記カラーフィルタの製造方法について説明する。
　本発明に用いるカラーフィルタは、基板上に着色感光性樹脂層を形成し、露光して現像
することを色の数だけ繰り返す方法などの方法によって製造することができる。尚、必要
に応じて、その境界をブラックマトリックスで区分した構造とすることもできる。
　上記の製造方法において、基板上に着色感光性樹脂層を形成する方法としては、（ａ）
後述の感光性樹脂転写材料を用い、ラミネーターによって貼り付ける方法、及び
（ｂ）後述する各着色感光性樹脂組成物を通常の塗布装置等によって塗布する方法などが
挙げられる。
　前記カラーフィルタの製造方法として、上記（ａ）の方法が、カラーフィルタの平坦性
やコストの観点で好ましい。
　前記（ａ）、（ｂ）の方法としては、特開２００６－２７６８１８号公報の段落番号［
００４２］～［００５６］に記載の方法を本発明においても好適に用いることができる。
　上記（ａ）の方法として具体的には、仮支持体上に、熱可塑性樹脂層と中間層と着色感
光性樹脂層とを設けた感光性樹脂転写材料を用い、前記着色感光性樹脂層と基板とを加熱
しながら密着させて転写した後に、前記仮支持体または前記仮支持体と熱可塑性樹脂層と
を剥離し、前記基板上に転写された前記着色感光性樹脂層をパターン露光し、その後現像
して前記基板上に画像を形成する方法によって形成されることが好ましい。
　尚、着色感光性樹脂層を後述する感光性樹脂転写材料により形成する場合の膜厚は、１
．０～５．０μｍが好ましく、１．０～４．０μｍがより好ましく、１．０～３．０μｍ
が特に好ましい。
【００２４】
　（基板）
　本発明において、カラーフィルタが形成される基板としては、例えば、透明基板が用い
られ、表面に酸化ケイ素皮膜を有するソーダガラス板、低膨張ガラス、ノンアルカリガラ
ス、石英ガラス板等の公知のガラス板、或いは、プラスチックフィルム等を挙げることが
できる。
　また、上記基板は、予めカップリング処理を施しておくことにより、着色感光性樹脂組
成物、又は感光性樹脂転写材料との密着を良好にすることができる。該カップリング処理
としては、特開２０００－３９０３３号公報記載の方法が好適に用いられる。尚、特に限
定されるわけではないが、基板の膜厚としては、７００～１２００μｍが一般的に好まし
い。
【００２５】
　（酸素遮断膜）
　本発明に用いるカラーフィルタは、感光性樹脂層を、着色感光性樹脂組成物の塗布によ
って形成する場合において、該感光性樹脂層上に更に酸素遮断膜を設けることができ、こ
れにより、露光感度をアップすることができる。該酸素遮断膜としては、低い酸素透過性
を示し、水又はアルカリ水溶液に分散又は溶解するものが好ましく、公知のものの中から
適宜選択することができる。これらの内、特に好ましいのは、ポリビニルアルコールとポ
リビニルピロリドンとの組み合わせである。尚、特に限定されるわけではないが、酸素遮
断膜の膜厚としては、０．５～３．０μｍが一般的に好ましい。
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【００２６】
　（パターン露光及び現像）
　上記基板上に形成された感光性樹脂層の上方に所定のマスクを配置し、その後該マスク
、熱可塑性樹脂層、及び中間層を介してマスク上方から露光し、次いで現像液による現像
を行う、という工程を色の数だけ繰り返すことにより、本発明に用いるカラーフィルタを
得ることができる。また、必要に応じてポスト露光やポストベークを行ってもよい。パタ
ーン露光及び現像等のパターニング方法としては、特開２００６－２７６８１８号公報の
段落番号［００５９］～［００６２］に記載の方法や特開２００６－２３６９６号公報の
段落番号［００４０］～［００５１］に記載の方法が、本発明においても好適に用いるこ
とができる。
【００２７】
　本発明に用いるカラーフィルタは、コントラストに優れていることが特徴である。本発
明においてコントラストとは、２枚の偏光板の間において、偏光軸が平行のときと、垂直
のときとの透過光量の比を表す。（「１９９０年第７回色彩光学コンファレンス、５１２
色表示１０．４”サイズＴＦＴ－ＬＣＤ用カラーフィルタ、植木、小関、福永、山中」等
参照。）
　カラーフィルタのコントラストが高いということは液晶と組み合わせたときの明暗のデ
ィスクリが大きく出来るということを意味しており、液晶ディスプレイがＣＲＴに置き換
わるためには非常に重要な性能である。
【００２８】
　本発明に用いるカラーフィルタは、Ｆ１０光源による、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、及び青（
Ｂ）のそれぞれ全ての単色の色度が、下表に記載の値（以下、本発明において「目標色度
」という。）との差（ΔＥ）で５以内の範囲であることが好ましく、更に３以内であるこ
とがより好ましく、２以内であることが特に好ましい。
【００２９】
　　　　　Ｘ　　　　　　Ｙ　　　　　　Ｚ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　Ｒ　　０．６５６　　０．３３６　　２１．４
　　Ｇ　　０．２９３　　０．６３４　　５２．１
　　Ｂ　　０．１４６　　０．０８８　　６．９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【００３０】
　本発明において色度は、顕微分光光度計（オリンパス光学社製；ＯＳＰ１００又は２０
０）により測定し、Ｆ１０光源視野２度の結果として計算して、ｘｙｚ表色系のｘｙＹ値
で表す。また、目標色度との差は、Ｌａ＊ｂ＊表色系の色差で表す。
【００３１】
　次に、前記カラーフィルタの製造に用いる着色感光性樹脂組成物について説明する。
　前記着色感光性樹脂組成物は、少なくとも（１）酸性基を有するアルカリ可溶性バイン
ダー(Ａ)の存在下において良溶媒に溶解した有機顔料の溶液と、該溶媒と相溶する貧溶媒
とを混合し、該有機顔料を平均粒径５０ｎｍ以下の粒子として形成した有機顔料ナノ粒子
と、（２）酸性基を有するアルカリ可溶性バインダー(Ｂ)と、（３）モノマー又はオリゴ
マーと、（４）光重合開始剤又は光重合開始剤系とを含有する。ただし(Ａ)と(Ｂ)は同じ
であっても異なっていてもよい。
　前記着色感光性樹脂組成物は、有機顔料ナノ粒子を含有し、該有機顔料ナノ粒子はナノ
メートルサイズという微小な粒径にもかかわらず、目的とした粒子サイズで有機顔料ナノ
粒子が濃縮再分散化されている。このため、カラーフィルタに用いたときには、光学濃度
が高く、フィルター表面の均一性に優れ、コントラストが高く、かつ画像のノイズを少な
くすることができる。
【００３２】
　さらに、前記着色感光性樹脂組成物に含まれる有機顔料ナノ粒子は、高度に、また均一
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に、微細化した状態で分散させられているため、薄い膜厚さで、高い着色濃度を発揮し、
カラーフィルタ等の薄層化を可能とするものである。
　また、前記着色感光性樹脂組成物は、鮮明な色調と高い着色力とを示す有機顔料を含有
させることで、カラーフィルタを作製するための画像形成材料として有用である。
　さらに、着色画像形成時の露光・現像に用いられるアルカリ性の現像液に対しても、前
記着色感光性樹脂組成物は、結合剤（バインダー）としてアルカリ性水溶液に可溶なもの
を用いており、環境上の要求にも応えることができる。
　また、前記着色感光性樹脂組成物に用いられる溶媒（有機顔料の分散媒）として、適度
な乾燥性を有する有機溶媒を用いることができ、塗布後の乾燥の点でもその要求を満足す
ることができる。
【００３３】
　前記着色感光性樹脂組成物における、上記（１）～（４）の必須成分について説明する
。
（１）有機顔料ナノ粒子
　有機顔料ナノ粒子を作製する方法については詳細に後述する。有機顔料ナノ粒子の含有
量は、着色感光性樹脂組成物中の全固形分（本明細書において、全固形分とは、有機溶媒
を除く組成物合計をいう。）に対し、３～６０質量％が好ましく、５～４０質量％がさら
に好ましい。この量が多すぎると分散液の粘度が上昇し製造適性上問題になることがある
。少なすぎると着色力が十分でない。
【００３４】
（２）アルカリ可溶性バインダー
　再分散化に用いられる再分散化アルカリ可溶性バインダーとしては、酸性基を有するも
のであれば特に制限はないが、（アルカリ可溶性バインダー）の項で詳細に後述するもの
を好ましく用いることができ、有機顔料ナノ粒子形成時に添加したナノ粒子形成アルカリ
可溶性バインダーと類似の構造をもつ化合物が好ましく、両者が同一であることが最も好
ましい。再分散化アルカリ可溶性バインダーの含有量は（有機顔料ナノ粒子形成アルカリ
可溶性バインダーが残留している場合はそれとの合計含有量としてもよい）、着色感光性
樹脂組成物の全固形分に対して１５～５０質量％が一般的であり、２０～４５質量％が好
ましい。この量が多すぎると組成物の粘度が高くなりすぎ製造適性上問題となる。少なす
ぎると塗布膜の形成上問題がある。
【００３５】
（３）モノマー又はオリゴマー
　前記着色感光性樹脂組成物に含有させるモノマー又はオリゴマーとしては、エチレン性
不飽和二重結合を２個以上有し、光の照射によって付加重合するモノマー又はオリゴマー
であることが好ましい。そのようなモノマー及びオリゴマーとしては、特開２００６－２
７６８１８号公報の段落番号［００２７］に記載のモノマー又はオリゴマーを本発明にお
いても好適に用いることができる。
　これらの中で、トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレート、ペンタエリスリト
ールテトラ（メタ）アクリレート、ジペンタエリスリトールヘキサ（メタ）アクリレート
、ジぺンタエリスリトールペンタ（メタ）アクリレートが好ましい。
　これらのモノマー又はオリゴマーは（モノマー又はオリゴマーとしては、分子量２００
～１０００のものが好ましい。）、単独でも、二種類以上を混合して用いてもよく、着色
感光性樹脂組成物の全固形分に対する含有量は５～５０質量％が一般的であり、１０～４
０質量％が好ましい。この量が多すぎると組成物の粘度が高くなりすぎ製造適性上問題と
なる。少なすぎると露光時の硬化力が不足する。
【００３６】
（４）光重合開始剤又は光重合開始剤系
　前記着色感光性樹脂組成物に含有させる光重合開始剤又は光重合開始剤系（光重合開始
剤系とは複数の化合物の組み合わせで光重合開始の機能を発現する混合物をいう。）とし
ては、特開２００６－２７６８１８号公報の段落番号［００２８］に記載の光重合開始剤
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又は光重合開始剤系を本発明においても好適に用いることができる。特に、トリハロメチ
ル－ｓ－トリアジン、トリハロメチルオキサジアゾール及びトリアリールイミダゾール二
量体が好ましい。
　これらの光重合開始剤又は光重合開始剤系は、単独でも、２種類以上を混合して用いて
もよいが、特に２種類以上を用いることが好ましい。少なくとも２種の光重合開始剤を用
いると、表示特性、特に表示のムラが少なくできる。
　着色感光性樹脂組成物の全固形分に対する光重合開始剤又は光重合開始剤系の含有量は
、０．５～２０質量％が一般的であり、１～１５質量％が好ましい。この量が多すぎると
感度が高くなりすぎ制御が困難になる。少なすぎると露光感度が低くなりすぎる。
【００３７】
（その他の添加剤）
　前記着色感光性樹脂組成物においては、上記成分の他に、更に有機溶媒、界面活性剤、
熱重合防止剤、補助的に使用する染料、顔料、紫外線吸収剤などをその他の添加剤として
用いてもよい。
　前記その他の添加剤としては、特開２００６－２７６８１８号公報の段落番号［００３
５］から［００４０］に記載のその他の添加剤が本発明においても好適に用いることがで
きる。
【００３８】
（着色感光性樹脂組成物の塗布膜）
　前記着色感光性樹脂組成物の塗布膜は、少なくとも、（１）酸性基を有するアルカリ可
溶性バインダー(Ａ)の存在下において良溶媒に溶解した有機顔料の溶液と、該溶媒と相溶
する貧溶媒とを混合し、該有機顔料を平均粒径５０ｎｍ以下の粒子として形成した有機顔
料ナノ粒子と、（２）酸性基を有するアルカリ可溶性バインダー(Ｂ)と、（３）モノマー
又はオリゴマーと、（４）光重合開始剤又は光重合開始剤系とを含有する。
　前記着色感光性樹脂組成物の塗布膜における、上記（１）～（４）の必須成分やその他
の成分については、着色感光性樹脂組成物について前述したものと同様である。また、前
記着色感光性樹脂組成物の塗布膜の厚さは、その用途により適宜定めることができるが、
０．５～５．０μｍであることが好ましく、１．０～３．０μｍであることがより好まし
い。
【００３９】
　次に、前記カラーフィルタの製造に用いる感光性樹脂転写材料について説明する。
　前記感光性樹脂転写材料は、特開平５－７２７２４号公報に記載されている感光性樹脂
転写材料、すなわち一体型となったフイルムを用いて形成することが好ましい。該一体型
フイルムの構成の例としては、仮支持体／熱可塑性樹脂層／中間層／感光性樹脂層／保護
フイルムを、この順に積層した構成が挙げられ、本発明に用いる感光性樹脂転写材料とし
ては、前述の着色感光性樹脂組成物を用いることによって着色感光性樹脂層を設けてなる
ものである。
【００４０】
　（仮支持体）
　本発明に用いる感光性樹脂転写材料において、仮支持体としては、可撓性を有し、加圧
、若しくは加圧及び加熱下においても著しい変形、収縮若しくは伸びを生じないものであ
ることが必要である。そのような仮支持体の例としては、ポリエチレンテレフタレートフ
ィルム、トリ酢酸セルロースフィルム、ポリスチレンフィルム、ポリカーボネートフィル
ム等を挙げることができ、中でも２軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルムが特に好
ましい。
【００４１】
　（熱可塑性樹脂層）
　熱可塑性樹脂層に用いる成分としては、特開平５－７２７２４号公報に記載されている
有機高分子物質が好ましく、ヴイカーＶｉｃａｔ法（具体的にはアメリカ材料試験法エー
エステーエムデーＡＳＴＭＤ１２３５によるポリマー軟化点測定法）による軟化点が約８
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０℃以下の有機高分子物質より選ばれることが特に好ましい。具体的には、ポリエチレン
、ポリプロピレンなどのポリオレフィン、エチレンと酢酸ビニル或いはそのケン化物の様
なエチレン共重合体、エチレンとアクリル酸エステル或いはそのケン化物、ポリ塩化ビニ
ル、塩化ビニルと酢酸ビニル及びそのケン化物の様な塩化ビニル共重合体、ポリ塩化ビニ
リデン、塩化ビニリデン共重合体、ポリスチレン、スチレンと（メタ）アクリル酸エステ
ル或いはそのケン化物の様なスチレン共重合体、ポリビニルトルエン、ビニルトルエンと
（メタ）アクリル酸エステル或いはそのケン化物の様なビニルトルエン共重合体、ポリ（
メタ）アクリル酸エステル、（メタ）アクリル酸ブチルと酢酸ビニル等の（メタ）アクリ
ル酸エステル共重合体、酢酸ビニル共重合体ナイロン、共重合ナイロン、Ｎ－アルコキシ
メチル化ナイロン、Ｎ－ジメチルアミノ化ナイロンの様なポリアミド樹脂等の有機高分子
が挙げられる。
【００４２】
　（中間層）
　本発明に用いる感光性樹脂転写材料においては、複数の塗布層の塗布時、及び塗布後の
保存時における成分の混合を防止する目的から、中間層を設けることが好ましい。該中間
層としては、特開平５－７２７２４号公報に「分離層」として記載されている、酸素遮断
機能のある酸素遮断膜を用いることが好ましく、この場合、露光時感度がアップし、露光
機の時間負荷が減り、生産性が向上する。
【００４３】
　（保護フイルム）
　前記着色感光性樹脂層の上には、貯蔵の際の汚染や損傷から保護するために薄い保護フ
イルムを設けることが好ましい。保護フイルムは仮支持体と同じか又は類似の材料からな
ってもよいが、感光性樹脂層から容易に分離されねばならない。保護フイルム材料として
は例えばシリコーン紙、ポリオレフィン若しくはポリテトラフルオロエチレンシートが適
当である。
【００４４】
　（感光性樹脂転写材料の作製方法）
　本発明に用いる感光性樹脂転写材料は、仮支持体上に熱可塑性樹脂層の添加剤を溶解し
た塗布液（熱可塑性樹脂層用塗布液）を塗布し、乾燥することにより熱可塑性樹脂層を設
け、その後熱可塑性樹脂層上に熱可塑性樹脂層を溶解しない溶剤からなる中間層材料の溶
液を塗布、乾燥し、その後感光性樹脂層を、中間層を溶解しない溶剤で塗布、乾燥して設
けることにより作製することができる。
　また、前記の仮支持体上に熱可塑性樹脂層及び中間層を設けたシート、及び保護フイル
ム上に前記着色感光性樹脂層を設けたシートを用意し、中間層と前記着色感光性樹脂層が
接するように相互に貼り合わせることによっても、更には、前記の仮支持体上に熱可塑性
樹脂層を設けたシート、及び保護フイルム上に前記着色感光性樹脂層及び中間層を設けた
シートを用意し、熱可塑性樹脂層と中間層が接するように相互に貼り合わせることによっ
ても、作製することができる。
　その他の各層の好ましい膜厚としては、特に限定されるわけではないが、仮支持体は１
５～１００μｍ、熱可塑性樹脂層は２～３０μｍ、中間層は０．５～３．０μｍ、保護フ
イルムは４～４０μｍが、一般的に好ましい。
【００４５】
　次に、本発明に用いる有機顔料ナノ粒子について説明する。
　本発明に用いられる有機顔料ナノ粒子は、少なくとも１種前記カラーフィルタに含有さ
れる。
　本発明に用いられる有機顔料ナノ粒子は、良溶媒に溶解した有機顔料を、好ましくは攪
拌条件や温度を制御した貧溶媒に注入する再沈法により得られることが好ましい。
　次に、本発明に有機顔料ナノ粒子として用いられる有機顔料について説明する。
　本発明に用いられる有機顔料ナノ粒子の有機顔料は、色相的に限定されるものではない
。詳しくは、ペリレン、ペリノン、キナクリドン、キナクリドンキノン、アントラキノン
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、アントアントロン、ベンズイミダゾロン、ジスアゾ縮合、ジスアゾ、アゾ、インダント
ロン、フタロシアニン、トリアリールカルボニウム、ジオキサジン、アミノアントラキノ
ン、ジケトピロロピロール、チオインジゴ、イソインドリン、イソインドリノン、ピラン
トロンもしくはイソビオラントロン系顔料、またはそれらの混合物などである。
【００４６】
　更に詳しくは、たとえば、特開２００５－１７７１６号公報［００３８］～［００５４
］に記載の顔料や、特開２００４－３６１４４７号公報［００６８］～［００７２］に記
載の顔料や、特開２００５－１７５２１号公報［００８０］～［００８８］に記載の着色
剤が挙げられる。
【００４７】
　本発明の液晶表示素子において、有機顔料ナノ粒子として用いられる青色顔料ないしは
紫色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３（Ｃ．Ｉ．番号５１３１９）、
Ｃ．Ｉ．ピグメントブルー１５：６又はＣ．Ｉ．ピグメントブルー６０が好ましく、Ｃ．
Ｉ．ピグメントブルー１５：６とピグメントバイオレット２３の組み合わせがより好まし
い。
　有機顔料ナノ粒子として用いられる緑色顔料ないしは黄色顔料としては、Ｃ．Ｉ．ピグ
メントグリーン７、Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５
０、Ｃ.Ｉ.ピグメントイエロー１３９又はＣ.Ｉ.ピグメントイエロー１３８が好ましく、
Ｃ．Ｉ．ピグメントグリーン３６と、Ｃ．Ｉ．ピグメントイエロー１５０又はＣ.Ｉ.ピグ
メントイエロー１３８又はＣ.Ｉ.ピグメントイエロー１３９の組み合わせがより好ましい
。
　有機顔料ナノ粒子として用いられる赤色顔料ないしはオレンジ色顔料としては、Ｃ．Ｉ
．ピグメントレッド２５４、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド１７７又はＣ．Ｉ．ピグメントオ
レンジ６６が好ましく、Ｃ．Ｉ．ピグメントレッド２５４がより好ましい。
　２種類以上の有機顔料または有機顔料の固溶体を組み合わせて用いることもできる。
　有機色素としては、例えば、アゾ色素、シアニン色素、メロシアニン色素、クマリン系
色素などが挙げられる。高分子化合物としては、例えば、ポリジアセチレン、ポリイミド
などが挙げられる。
　次に、本発明に用いる有機顔料ナノ粒子の作製時の好ましい良溶媒について説明する。
　良溶媒は用いる有機顔料を溶解することが可能で、有機顔料粒子作製時に用いる貧溶媒
と相溶するもしくは均一に混ざるものであれば特に制限はない。有機顔料の良溶媒への溶
解性は有機顔料の溶解度が０．２質量％以上であることが好ましく、０．５質量％以上で
あることがより好ましい。この溶解度は酸性またはアルカリ性で溶解された場合の溶解度
であってもよい。また、良溶媒と貧溶媒との相溶性もしくは均一混合性は、良溶媒の貧溶
媒に対する溶解度が３０質量％以上であることが好ましく、５０質量％以上であることが
より好ましい。
　良溶媒としては、例えば、水系溶媒（例えば、水、または塩酸、水酸化ナトリウム水溶
液）、アルコール系溶媒、アミド系溶媒、ケトン系溶媒、エーテル系溶媒、芳香族系溶媒
、二硫化炭素、脂肪族系溶媒、ニトリル系溶媒、スルホキシド系溶媒、ハロゲン系溶媒、
エステル系溶媒、イオン性液体、これらの混合溶媒などが挙げられ、水系溶媒、アルコー
ル系溶媒、エステル系溶媒、スルホキシド系溶媒またはアミド系溶媒が好ましく、水系溶
媒、スルホキシド系溶媒またはアミド系溶媒がより好ましく、スルホキシド系溶媒または
アミド系溶媒が特に好ましい。
　アルコール系溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコー
ル、ｎ－プロピルアルコール、１－メトキシ－２－プロパノールなどが挙げられる。アミ
ド系溶媒としては、例えば、Ｎ，Ｎ－ジメチルホルムアミド、１－メチル－２－ピロリド
ン、２－ピロリジノン、１，３－ジメチル－２－イミダゾリジノン、２－ピロリジノン、
ε－カプロラクタム、ホルムアミド、Ｎ－メチルホルムアミド、アセトアミド、Ｎ－メチ
ルアセトアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアセトアミド、Ｎ－メチルプロパンアミド、ヘキサメ
チルホスホリックトリアミドなどが挙げられる。ケトン系溶媒としては、例えば、アセト
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ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンが挙げられる。エ
ーテル系溶媒としては、例えば、ジメチルエーテル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ
ランなどが挙げられる。芳香族系溶媒としては、例えば、ベンゼン、トルエンなどが挙げ
られる。脂肪族系溶媒としては、例えば、ヘキサンなどが挙げられる。ニトリル系溶媒と
しては、例えば、アセトニトリルなどが挙げられる。スルホキシド系溶媒としては、例え
ば、ジメチルスルホキシド、ジエチルスルホキド、ヘキサメチレンスルホキシド、スルホ
ランなどが挙げられる。ハロゲン系溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、トリクロロ
エチレンなどが挙げられる。エステル系溶媒としては、例えば、酢酸エチル、乳酸エチル
、２－（１－メトキシ）プロピルアセテートなどが挙げられる。イオン性液体としては、
例えば、１－ブチル－３－メチルイミダゾリウムとＰＦ６

－との塩などが挙げられる。
　また、良溶媒に有機顔料を溶解した有機顔料溶液の濃度としては、溶解時の条件におけ
る有機顔料の良溶媒に対する飽和濃度乃至これの１／１００程度の範囲が望ましい。
　有機顔料溶液の調製条件は、有機顔料溶液の調製条件に特に制約はなく、常圧から亜臨
界、超臨界条件の範囲を選択できる。常圧での温度は－１０～１５０℃が好ましく、－５
～１３０℃がより好ましく、０～１００℃が特に好ましい。
【００４８】
　用いられる有機顔料溶液に含まれる有機顔料は、良溶媒中に均一に溶解されなければな
らないが、酸性でもしくはアルカリ性で溶解することも好ましい。一般に分子内にアルカ
リ性で解離可能な基を有する顔料の場合はアルカリ性が、アルカリ性で解離する基が存在
せず、プロトンが付加しやすい窒素原子を分子内に多く有するときは酸性が用いられる。
例えば、キナクリドン、ジケトピロロピロール、ジスアゾ縮合系顔料はアルカリ性で、フ
タロシアニン系顔料は酸性で溶解される。
【００４９】
　アルカリ性で溶解させる場合に用いられる塩基は、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム
、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、もしくは水酸化バリウムなどの無機塩基、または
トリアルキルアミン、ジアザビシクロウンデセン（ＤＢＵ）、金属アルコキシドなどの有
機塩基であるが、好ましくは無機塩基である。
【００５０】
　使用される塩基の量は、有機顔料を均一に溶解可能な量であり、特に限定されないが、
無機塩基の場合、好ましくは有機顔料に対して１．０～３０モル当量であり、より好まし
くは１．０～２５モル当量であり、さらに好ましくは１．０～２０モル当量である。有機
塩基の場合、好ましくは有機顔料に対して１．０～１００モル当量であり、より好ましく
は５．０～１００モル当量であり、さらに好ましくは２０～１００モル当量である。
【００５１】
　酸性で溶解させる場合に用いられる酸は、硫酸、塩酸、もしくは燐酸などの無機酸、ま
たは酢酸、トリフルオロ酢酸、シュウ酸、メタンスルホン酸、もしくはトリフルオロメタ
ンスルホン酸などの有機酸であるが好ましくは無機酸である。特に好ましくは硫酸である
。
　使用される酸の量は、有機顔料を均一に溶解可能な量であり、特に限定されないが、塩
基に比べて過剰量用いられる場合が多い。無機酸および有機酸の場合を問わず、好ましく
は有機顔料に対して３～５００モル当量であり、より好ましくは１０～５００モル当量で
あり、さらに好ましくは３０～２００モル当量である。
【００５２】
　次に、本発明に用いられる有機顔料ナノ粒子の作製時の好ましい貧溶媒について説明す
る。
　貧溶媒は用いる有機顔料を溶解せず、有機顔料粒子作製時に用いる良溶媒と相溶する、
あるいは均一に混ざるものであれば特に制約はない。有機顔料の貧溶媒に対する溶解度は
０．０２質量％以下であることが好ましく、０．０１質量％以下であることがより好まし
い。貧溶媒と良溶媒との相溶性もしくは均一混合性の好ましい範囲は前述のとおりである
。
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　貧溶媒としては、例えば、水系溶媒（例えば、水、または塩酸、水酸化ナトリウム水溶
液）、アルコール系溶媒、ケトン系溶媒、エーテル系溶媒、芳香族系溶媒、二硫化炭素、
脂肪族系溶媒、ニトリル系溶媒、ハロゲン系溶媒、エステル系溶媒、イオン性液体、これ
らの混合溶媒などが挙げられ、水系溶媒、アルコール系溶媒またはエステル系溶媒が好ま
しい。
　アルコール系溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコー
ル、ｎ－プロピルアルコール、１－メトキシ－２－プロパノールなどが挙げられる。ケト
ン系溶媒としては、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、
シクロヘキサノンが挙げられる。エーテル系溶媒としては、例えば、ジメチルエーテル、
ジエチルエーテル、テトラヒドロフランなどが挙げられる。芳香族系溶媒としては、例え
ば、ベンゼン、トルエンなどが挙げられる。脂肪族系溶媒としては、例えば、ヘキサンな
どが挙げられる。ニトリル系溶媒としては、例えば、アセトニトリルなどが挙げられる。
ハロゲン系溶媒としては、例えば、ジクロロメタン、トリクロロエチレンなどが挙げられ
る。エステル系溶媒としては、例えば、酢酸エチル、乳酸エチル、２－（１－メトキシ）
プロピルアセテートなどが挙げられる。イオン性液体としては、例えば、１－ブチル－３
－メチルイミダゾリウムとＰＦ6

―との塩などが挙げられる。
【００５３】
（アルカリ可溶性バインダー）
　酸性基を有するアルカリ可溶性バインダーを有機顔料ナノ粒子形成時に添加することが
好ましい。有機顔料溶液および有機顔料溶液を添加して有機顔料ナノ粒子を生成させるた
めの貧溶媒の両方もしくは一方に酸性基を有するアルカリ可溶性バインダーを添加するこ
とができる。または酸性基を有するアルカリ可溶性バインダー溶液を別系統で有機顔料ナ
ノ粒子形成時に添加することも好ましい。酸性基を有するアルカリ可溶性バインダー（以
下、単に「バインダー」ということがある。）としては、側鎖にカルボン酸基やカルボン
酸塩基などの極性基を有するポリマーが好ましい。その例としては、特開昭５９－４４６
１５号公報、特公昭５４－３４３２７号公報、特公昭５８－１２５７７号公報、特公昭５
４－２５９５７号公報、特開昭５９－５３８３６号公報及び特開昭５９－７１０４８号公
報に記載されているようなメタクリル酸共重合体、アクリル酸共重合体、イタコン酸共重
合体、クロトン酸共重合体、マレイン酸共重合体、部分エステル化マレイン酸共重合体等
を挙げることができる。また側鎖にカルボン酸基を有するセルロース誘導体も挙げること
ができ、またこの他にも、水酸基を有するポリマーに環状酸無水物を付加したものも好ま
しく使用することができる。また、特に好ましい例として、米国特許第４，１３９，３９
１号明細書に記載のベンジル（メタ）アクリレートと（メタ）アクリル酸との共重合体や
、ベンジル（メタ）アクリレートと（メタ）アクリル酸と他のモノマーとの多元共重合体
を挙げることができる。これらの極性基を有するバインダーポリマーは、単独で用いても
よく、或いは通常の膜形成性のポリマーと併用する組成物の状態で使用してもよく、有機
顔料１００質量部に対する添加量は１０～２００質量部が一般的であり、２５～１００質
量部が好ましい。
【００５４】
　酸性基を有するアルカリ可溶性バインダーが高分子化合物である場合、該高分子化合物
中の酸性基の数に特に制限はないが、１分子中に含まれる繰り返し単位の数を１００とし
た時、酸性基を有する繰り返し単位が５～１００であることが好ましく、１０～１００で
あることがより好ましい。また、（１）カルボキシル基を有する化合物から導かれた繰り
返し単位と、前記（２）カルボン酸エステル基を有する化合物から導かれた繰り返し単位
との重合比率としていえば、繰り返し単位（１）のモル％が５～４０であることが好まし
く、繰り返し単位（２）が４０～９０であることが好ましく、繰り返し単位（１）または
（２）以外の繰り返し単位が２５以下であることが好ましい。また酸性基を有するアルカ
リ可溶性のバインダーの高分子化合物の分子量は３０００～１００００００が好ましく、
４０００～２０００００がより好ましく、５０００～８００００が特に好ましい。
【００５５】
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（有機顔料ナノ粒子形成時の分散剤）
　有機顔料溶液および有機顔料溶液を添加して有機顔料ナノ粒子を生成させるための貧溶
媒の両方もしくは一方に分散剤を添加することができる。または分散剤溶液を別系統で有
機顔料ナノ粒子形成時に添加することも好ましい。分散剤は（１）析出した顔料表面に素
早く吸着して、微細な有機顔料粒子を形成し、かつ（２）これらの粒子が再び凝集するこ
とを防ぐ作用を有するものである。
　分散剤として、例えば、アニオン性、カチオン性、両イオン性、ノニオン性もしくは顔
料性の、低分子または高分子分散剤を使用することができる。なお、高分子分散剤の分子
量は溶液に均一に溶解できるものであれば制限なく用いることができるが、好ましくは分
子量１，０００～２，０００，０００であり、５，０００～１，０００，０００がより好
ましく、１０，０００～５００，０００がさらに好ましく、１０，０００～１００，００
０が特に好ましい。（本発明においては、特に断りのない限り、分子量とは重量平均分子
量を意味する。高分子化合物は多分散系であり、必ずしも同一の分子量または粒子量を持
たない。したがって、分子量を測定すると得られた値はなんらかの形で平均された平均分
子量になる。その主なものは次の３種類である。すなわち、１）数平均分子量Ｍｎ、２）
重量平均分子量Ｍｗ、３）Ｚ平均分子量Ｍｚであり、Ｍｎ＜Ｍｗ＜Ｍｚの関係が成立する
。）高分子分散剤としては、具体的には、ポリビニルピロリドン、ポリビニルアルコール
、ポリビニルメチルエーテル、ポリエチレンオキシド、ポリエチレングリコール、ポリプ
ロピレングリコール、ポリアクリルアミド、ビニルアルコール－酢酸ビニル共重合体、ポ
リビニルアルコール－部分ホルマール化物、ポリビニルアルコール－部分ブチラール化物
、ビニルピロリドン－酢酸ビニル共重合体、ポリエチレンオキシド／プロピレンオキシド
ブロック共重合体、ポリアクリル酸塩、ポリビニル硫酸塩、ポリ（４－ビニルピリジン）
塩、ポリアミド、ポリアリルアミン塩、縮合ナフタレンスルホン酸塩、セルロース誘導体
、澱粉誘導体などが挙げられる。その他、アルギン酸塩、ゼラチン、アルブミン、カゼイ
ン、アラビアゴム、トンガントゴム、リグニンスルホン酸塩などの天然高分子類も使用で
きる。なかでも、ポリビニルピロリドンが好ましい。これら高分子は、１種単独であるい
は２種以上を組み合わせて用いることができる。これらの分散剤は、単独あるいは併用し
て使用することができる。有機顔料の分散に用いる分散剤に関しては、「顔料分散安定化
と表面処理技術・評価」（化学情報協会、２００１年１２月発行）の２９～４６頁に詳し
く記載されている。
【００５６】
　アニオン性分散剤（アニオン性界面活性剤）としては、Ｎ－アシル－Ｎ－アルキルタウ
リン塩、脂肪酸塩、アルキル硫酸エステル塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキル
ナフタレンスルホン酸塩、ジアルキルスルホコハク酸塩、アルキルリン酸エステル塩、ナ
フタレンスルホン酸ホルマリン縮合物、ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステル塩等を
挙げることができる。なかでも、Ｎ－アシル－Ｎ－アルキルタウリン塩が好ましい。Ｎ－
アシル－Ｎ－アルキルタウリン塩としては、特開平３－２７３０６７号明細書に記載され
ているものが好ましい。これらアニオン性分散剤は、単独であるいは２種以上を組み合わ
せて用いることができる。
【００５７】
　カチオン性分散剤（カチオン性界面活性剤）には、四級アンモニウム塩、アルコキシル
化ポリアミン、脂肪族アミンポリグリコールエーテル、脂肪族アミン、脂肪族アミンと脂
肪族アルコールから誘導されるジアミンおよびポリアミン、脂肪酸から誘導されるイミダ
ゾリンおよびこれらのカチオン性物質の塩が含まれる。これらカチオン性分散剤は、単独
であるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００５８】
　両イオン性分散剤は、前記アニオン性分散剤が分子内に有するアニオン基部分とカチオ
ン性分散剤が分子内に有するカチオン基部分を共に分子内に有する分散剤である。
　ノニオン性分散剤（ノニオン性界面活性剤）としては、ポリオキシエチレンアルキルエ
ーテル、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテル、ポリオキシエチレン脂肪酸エス
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テル、ソルビタン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル、ポリ
オキシエチレンアルキルアミン、グリセリン脂肪酸エステルなどを挙げることができる。
なかでも、ポリオキシエチレンアルキルアリールエーテルが好ましい。これらノニオン性
分散剤は、単独であるいは２種以上を組み合わせて用いることができる。
【００５９】
　顔料性分散剤とは、親物質としての有機顔料から誘導され、その親構造を化学修飾する
ことで製造される顔料性分散剤と定義する。例えば、糖含有顔料分散剤、ピペリジル含有
顔料分散剤、ナフタレンまたはペリレン誘導顔料分散剤、メチレン基を介して顔料親構造
に連結された官能基を有する顔料分散剤、ポリマーで化学修飾された顔料親構造、スルホ
ン酸基を有する顔料分散剤、スルホンアミド基を有する顔料分散剤、エーテル基を有する
顔料分散剤、あるいはカルボン酸基、カルボン酸エステル基またはカルボキサミド基を有
する顔料分散剤などがある。
【００６０】
　また、特開２０００－２３９５５４号公報に記載の一般式（Ｉ）で表される化合物も好
ましく用いられる。
　分散剤の含有量は、顔料の均一分散性および保存安定性をより一層向上させるために、
有機顔料１００質量部に対して０．１～１０００質量部の範囲であることが好ましく、よ
り好ましくは１～５００質量部の範囲であり、さらに好ましくは１０～２５０質量部の範
囲である。０．１質量部未満であると有機顔料微粒子の分散安定性の向上が見られない場
合がある。
【００６１】
（有機顔料ナノ粒子形成時の条件）
　有機顔料を有機顔料ナノ粒子として生成させる際の条件に特に制限はなく、常圧から亜
臨界、超臨界条件の範囲を選択できる。常圧での温度は－３０～１００℃が好ましく、－
１０～６０℃がより好ましく、０～３０℃が特に好ましい。
　有機顔料溶液と貧溶媒との混合方法に特に制約はないが、一方を撹拌しておき、そこに
他方を添加することが好ましく、有機顔料溶液を撹拌された貧溶媒に添加することが特に
好ましい。添加にはポンプ等を用いることもできるし、用いなくてもよい。また、液中添
加でも液外添加でもよいが、液中添加がより好ましい。液中添加の際の添加口は１つでも
よいし、複数用いてもよい。添加口径は２０ｍｍ以下であることが好ましく、１０ｍｍ以
下であることがより好ましい。
　一方を撹拌する際の撹拌速度は１００～１００００ｒｐｍが好ましく１５０～８０００
ｒｐｍがより好ましく、２００～６０００ｒｐｍが特に好ましい。
　有機顔料溶液と貧溶媒の比（良溶媒／貧溶媒）は体積比で１／５０～２／３が好ましく
、１／４０～１／２がより好ましく、１／２０～３／８が特に好ましい。
　有機顔料ナノ粒子として調製したのちの分散液の濃度は有機顔料ナノ粒子を分散させる
ことができれば特に制限されないが、分散溶媒１０００ｍｌに対して有機顔料ナノ粒子が
１０～４００００ｍｇの範囲であることが好ましく、より好ましくは２０～３００００ｍ
ｇの範囲であり、特に好ましくは５０～２５０００ｍｇの範囲である。
【００６２】
（有機顔料ナノ粒子の平均粒径、単分散性）
　有機顔料ナノ粒子の平均粒径に関しては、計測法により数値化して集団の平均の大きさ
を表現する方法があるが、よく使用されるものとして、分布の最大値を示すモード径、積
分分布曲線の中央値に相当するメジアン径、各種の平均径（数平均、長さ平均、面積平均
、重量平均、体積平均等）などがあり、本発明においては、特に断りのない限り、平均粒
径とは数平均径をいう。有機顔料ナノ粒子（一次粒子）の平均粒径は、５０ｎｍ以下であ
り（例えば、その大きさの結晶または会合体であり）、４５～１０ｎｍであることがより
好ましく、４０～１５ｎｍであることが特に好ましい。
　また、粒子の単分散性を表す指標として、本発明においては、特に断りのない限り、体
積平均粒径（Ｍｖ）と数平均粒径（Ｍｎ）の比（Ｍｖ／Ｍｎ）を用いる。本発明に用いる
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有機顔料分散組成物を製造する際に調製する有機顔料ナノ粒子分散液に含まれる粒子（一
次粒子）の単分散性、つまりＭｖ／Ｍｎは、１.０～２.０であることが好ましく、１.０
～１.８であることがより好ましく、１.０～１.５であることが特に好ましい。
【００６３】
（有機顔料ナノ粒子分散液の濃縮）
　有機顔料ナノ粒子分散液を、脱塩濃縮することによって、カラーフィルタ塗布液に適し
た有機顔料ナノ粒子分散液を工業的な規模で生産することが可能である。
　以下に、分散液を濃縮する方法について説明する。
　濃縮方法に関しては、有機顔料ナノ粒子分散液を濃縮できれば特に制約されないが、例
えば、有機顔料ナノ粒子分散液に、抽出溶媒を添加混合し、有機顔料ナノ粒子を該抽出溶
媒相に濃縮抽出して、その濃縮抽出液をフィルターなどによりろ過して濃縮ナノ粒子液と
する方法、遠心分離によって有機顔料ナノ粒子を沈降させて濃縮する方法、限外ろ過によ
り脱塩濃縮を行う方法、真空凍結乾燥により溶媒を昇華させて濃縮する方法、加熱ないし
減圧による溶媒を乾燥させて濃縮する方法等が好ましい。またはこれらの組合せなどが非
常に好ましく用いられる。
　濃縮後の有機顔料ナノ粒子濃度に関しては、１～１００質量％が好ましく、５～１００
質量％がより好ましく、１０～１００質量％が特に好ましい。
【００６４】
　以下に、濃縮抽出する方法について説明する。この濃縮抽出に用いられる抽出溶媒は特
に制約されないが、有機顔料ナノ粒子分散液の分散溶媒（例えば、水系溶媒）と実質的に
混じり合わず（本発明において、実質的に混じり合わずとは、相溶性が低いことをいい、
溶解量５０質量％以下が好ましく、３０質量％以下がより好ましい）、混合後、静置する
と界面を形成する溶媒であることが好ましい。また、この抽出溶媒は、有機顔料ナノ粒子
が抽出溶媒中で再分散しうる弱い凝集（ミリングまたは高速攪拌などの高いせん断力を加
えなくても再分散が可能である）を生ずる溶媒であることが好ましい。このような状態で
あれば、粒子サイズを変化させる強固な凝集を起こさず、目的の有機顔料ナノ粒子を抽出
溶媒で湿潤させる一方、フィルターろ過などにより容易に水などの分散溶媒を除去するこ
とができる点で好ましい。抽出溶媒としてはエステル系溶媒、アルコール系溶媒、芳香族
系溶媒、脂肪族系溶媒が好ましく、エステル系溶媒、芳香族系溶媒または脂肪族系溶媒が
より好ましく、エステル系溶媒が特に好ましい。
　エステル系溶媒としては、例えば、２－（１－メトキシ）プロピルアセテート、酢酸エ
チル、乳酸エチルなどが挙げられる。アルコール系溶媒としては、例えば、ｎ－ブタノー
ル、イソブタノールなどが挙げられる。芳香族系溶媒としては、例えば、ベンゼン、トル
エン、キシレンなどが挙げられる。脂肪族系溶媒としては、例えば、ｎ－ヘキサン、シク
ロヘキサンなどが挙げられる。また、抽出溶媒は上記の好ましい溶媒による純溶媒であっ
ても、複数の溶媒による混合溶媒であってもよい。
【００６５】
　抽出溶媒の量は有機顔料ナノ粒子を抽出できれば特に制約されないが、濃縮して抽出す
ることを考慮して有機顔料ナノ粒子分散液より少量であることが好ましい。これを体積比
で示すと、有機顔料ナノ粒子分散液を１００としたとき、添加される抽出溶媒は１～１０
０の範囲であることが好ましく、より好ましくは１０～９０の範囲であり、２０～８０の
範囲が特に好ましい。多すぎると濃縮化に多大な時間を要し、少なすぎると抽出が不十分
で分散溶媒中にナノ粒子が残存する。
　抽出溶媒を添加した後、分散液と十分に接触するように攪拌混合することが好ましい。
攪拌混合は通常の方法を用いることができる。抽出溶媒を添加し混合するときの温度に特
に制約はないが、1～１００℃であることが好ましく、５～６０℃であることがより好ま
しい。抽出溶媒の添加、混合はそれぞれの工程を好ましく実施できるものであればどのよ
うな装置を用いてもよいが、例えば、分液ロート型の装置を用いて実施できる。
【００６６】
　限外ろ過による場合、例えばハロゲン化銀乳剤の脱塩／濃縮に用いられる方法を適用す
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ることができる。リサーチ・ディスクロージャー（Research　Disclosure）Ｎｏ.１０２
０８（１９７２）、Ｎｏ.１３　１２２（１９７５）およびＮｏ.１６　３５１（１９７７
）が知られている。操作条件として重要な圧力差や流量は、大矢春彦著「膜利用技術ハン
ドブック」幸書房出版（１９７８）、ｐ２７５に記載の特性曲線を参考に選定することが
できるが、目的の有機顔料ナノ粒子分散物を処理する上では、粒子の凝集を抑えるために
最適条件を見いだす必要がある。また、膜透過より損失する溶媒を補充する方法において
は、連続して溶媒を添加する定容式と断続的に分けて添加する回分式とがあるが、脱塩処
理時間が相対的に短い定容式が好ましい。こうして補充する溶媒には、イオン交換または
蒸留して得られた純水を用いるが、純水の中に分散剤、分散剤の貧溶媒を混合してもよい
し、有機顔料ナノ粒子分散物に直接添加してもよい。
【００６７】
　図２に、限外ろ過を行うための装置の一構成例を示す。図２に、示されるように、この
装置は脂肪酸銀分散物を収納するタンク２１、このタンク２１内の分散物を循環させる循
環用ポンプ２２、および循環用ポンプ２２によって導入された分散物中の副生成無機塩を
透過水として除去する限外ろ過モジュール２３を有する。透過水が分離された分散物は再
度タンク２１内に戻され、同様の操作が、副生成無機塩の除去の所定の目的が達成される
まで、繰り返し行われる。さらに、この装置には、透過水によって失われる溶媒を純水と
して一定量補充するために使用される補充純水計測用流量計２４が設置されており、純水
補充量を決定するのに用いられる透過水計測用流量計２５が設置されている。また、透過
水を希薄にするための水を導入するための逆方向洗浄用ポンプ２６が設置されている。
【００６８】
　限外ろ過膜は、すでにモジュールとして組み込まれた平板型、スパイラル型、円筒型、
中空糸型、ホローファイバー型などが旭化成（株）、ダイセル化学（株）、（株）東レ、
（株）日東電工などから市販されているが、総膜面積や洗浄性の観点より、スパイラル型
もしくは中空糸型が好ましい。また、膜を透過することができる成分のしきい値の指標と
なる分画分子量は、用いられる分散剤の分子量より決定する必要があるが、５,０００以
上５０,０００以下のものが好ましく、５,０００以上１５,０００以下のものがより好ま
しい。
【００６９】
　有機顔料ナノ粒子分散液の分散溶媒と濃縮抽出液を分離するため、フィルターろ過する
ことが好ましい。フィルターろ過の装置は、例えば、加圧ろ過のような装置を用いること
ができる。好ましいフィルターとしては、ナノフィルター、ウルトラフィルターなどが挙
げられる。フィルターろ過により、残された分散溶媒の除去を行い、濃縮抽出液中の有機
顔料ナノ粒子をさらに濃縮して濃縮ナノ粒子液とすることが好ましい。
【００７０】
　凍結乾燥の方法は特に限定されず、当業者が利用可能な方法であればいかなるものを採
用してもよい。例えば、冷媒直膨方法、重複冷凍方法、熱媒循環方法、三重熱交換方法、
間接加熱凍結方法が挙げられるが、好ましくは冷媒直膨方法、間接加熱凍結方法、より好
ましくは間接加熱凍結方法を用いるのがよい。いずれの方法においても、予備凍結を行な
った後凍結乾燥を行なうことが好ましい。予備凍結の条件は特に限定されないが、凍結乾
燥を行なう試料がまんべんなく凍結されている必要がある。
【００７１】
　間接加熱凍結方法の装置としては、小型凍結乾燥機、ＦＴＳ凍結乾燥機、ＬＹＯＶＡＣ
凍結乾燥機、実験用凍結乾燥機、研究用凍結乾燥機、三重熱交換真空凍結乾燥機、モノク
ーリング式凍結乾燥機、ＨＵＬＬ凍結乾燥機が挙げられるが、好ましくは小型凍結乾燥機
、実験用凍結乾燥機、研究用凍結乾燥機、モノクーリング式凍結乾燥機、より好ましくは
小型凍結乾燥機、モノクーリング式凍結乾燥機を用いるのがよい。
【００７２】
　凍結乾燥の温度は特に限定されないが、例えば－１９０～－４℃、好ましくは－１２０
～－２０℃、より好ましくは－８０～－６０℃程度である。凍結乾燥の圧力も特に限定さ
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れず、当業者が適宜選択可能であるが、例えば、０．１～３５Ｐａ、好ましくは１～１５
Ｐａ、さらに好ましくは、５～１０Ｐａ程度で行なうのがよい。凍結乾燥時間は、例えば
２～４８時間、好ましくは６～３６時間、より好ましくは１６～２６時間程度である。も
っとも、これらの条件は当業者に適宜選択可能である。凍結乾燥方法については、例えば
、製剤機械技術ハンドブック：製剤機械技術研究会編、地人書館、p.120－129(2000年9月
)；真空ハンドブック：日本真空技術株式会社編、オーム社、p.328－331(1992年)；凍結
及び乾燥研究会会誌：伊藤孝治他、No.15、p.82(1965)などを参照することができる。
【００７３】
　以下に遠心分離について説明する。遠心分離による有機顔料ナノ粒子の濃縮に用いられ
る遠心分離機は有機顔料ナノ粒子分散液（または有機顔料ナノ粒子濃縮抽出液）中の有機
顔料ナノ粒子を沈降させることができればどのような装置を用いてもよい。遠心分離機と
しては、例えば、汎用の装置の他にもスキミング機能（回転中に上澄み層を吸引し、系外
に排出する機能）付きのものや、連続的に固形物を排出する連続遠心分離機などが挙げら
れる。
　遠心分離条件は、遠心力（重力加速度の何倍の遠心加速度がかかるかを表す値）で５０
～１００００が好ましく、１００～８０００がより好ましく、１５０～６０００が特に好
ましい。遠心分離時の温度は、分散液の溶剤種によるが、－１０～８０℃が好ましく、－
５～７０℃がより好ましく、０～６０℃が特に好ましい。
【００７４】
　以下に乾燥について説明する。減圧乾燥による有機顔料ナノ粒子の濃縮に用いられる装
置は有機顔料ナノ粒子分散液（または有機顔料ナノ粒子濃縮抽出液）の溶媒を蒸発させる
ことができれば特に制限はない。例えば、汎用の真空乾燥器およびロータリーポンプや、
液を撹拌しながら加熱減圧乾燥できる装置、液を加熱減圧した管中に通すことによって連
続的に乾燥ができる装置等が挙げられる。
　加熱減圧乾燥温度は３０～２３０℃が好ましく、３５～２００℃がより好ましく、４０
～１８０℃が特に好ましい。減圧時の圧力は、１００～１０００００Ｐａが好ましく、３
００～９００００Ｐａがより好ましく、５００～８００００Ｐａが特に好ましい。
【００７５】
　上述のような濃縮方法によれば、有機顔料ナノ粒子分散液から効率よく有機顔料ナノ粒
子を濃縮することができる。濃縮倍率に関しては、例えば、原料となる有機顔料ナノ粒子
分散液中のナノ粒子の濃度を１とすると、濃縮有機顔料ナノ粒子ペーストにおける濃度を
好ましくは１００～３０００倍程度、より好ましくは５００～２０００倍程度まで濃縮す
ることができる。
【００７６】
　（有機顔料ナノ粒子分散液の再分散）
　本発明において、濃縮した有機顔料ナノ粒子を、酸性基を有するアルカリ可溶性バイン
ダーを含む有機溶媒中に再び微細分散化（以下、再分散化ともいう。）する（本発明にお
いて、微細分散化とは、分散液中の粒子の凝集を解き分散度を高めることをいう）。
　カラーフィルタ用途においてはビヒクルに添加して分散させることができる。前記ビヒ
クルとは、塗料が液体状態にあるときに有機顔料を分散させている媒質の部分をいい、液
状であって前記有機顔料と結合して塗膜を固める部分（バインダー）と、これを溶解希釈
する成分（有機溶媒）とを含む。なお本発明においては、ナノ粒子形成時に用いるバイン
ダーと再分散化に用いるバインダーとが同じであっても異なっていてもよく、それぞれ、
ナノ粒子形成バインダーおよび再分散化バインダーとして区別していうこともある。
　再分散化後の有機顔料濃度は目的に応じて適宜定められるが、好ましくは分散組成物全
量に対して有機顔料が２～３０質量％であることが好ましく、４～２０質量％であること
がより好ましく、５～１５質量％であることが特に好ましい。上記のようなビヒクルによ
り分散される場合に、バインダーおよび溶解希釈成分の量は有機顔料の種類などにより適
宜定められるが、有機顔料分散組成物全量に対して、バインダーは１～３０質量％である
ことが好ましく、３～２０質量％であることがより好ましく、５～１５質量％であること
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が特に好ましい。溶解希釈成分は５～８０質量％であることが好ましく、１０～７０質量
％であることがより好ましい。
【００７７】
　上述の濃縮抽出した有機顔料ナノ粒子液において、速やかなフィルターろ過を可能とす
る状態では、有機顔料ナノ粒子は、通常、濃縮化により凝集を起こしている。また、遠心
分離または乾燥により濃縮化した有機顔料ナノ粒子も濃縮化による凝集をおこしている。
　このような凝集ナノ粒子（凝集ナノ粒子とは、凝集体などナノ粒子が二次的な力で集ま
っているものをいう。）を分散する方法として、例えば超音波による分散方法や物理的な
エネルギーを加える方法を用いることができる。
　用いられる超音波照射装置は１０ｋＨｚ以上の超音波を印加できる機能を有することが
好ましく、例えば、超音波ホモジナイザー、超音波洗浄機などが挙げられる。超音波照射
中に液温が上昇すると、ナノ粒子の熱凝集が起こるため、液温を１～１００℃とすること
が好ましく、５～６０℃がより好ましい。温度の制御方法は、分散液温度の制御、分散液
を温度制御する温度調整層の温度制御、などによって行うことができる。
　物理的なエネルギーを加えて濃縮した有機顔料ナノ粒子を分散させる際に使用する分散
機としては、特に制限はなく、例えば、ニーダー、ロールミル、アトライダー、スーパー
ミル、ディゾルバ、ホモミキサー、サンドミル等の分散機が挙げられる。
　再分散時に有機顔料ナノ粒子形成時に用いる分散剤として（有機顔料ナノ粒子形成時の
分散剤）の項で示した化合物を再度用いることも好ましい。
【００７８】
　再分散後の有機顔料ナノ粒子（一次粒子）を微細分散化した粒子とすることができ、平
均粒径を好ましくは５０ｎｍ以下とすることができ、４５～１０ｎｍがより好ましく、４
０～１５ｎｍが特に好ましい。また、再分散後の粒子のＭｖ／Ｍｎは、１.０～２.０であ
ることが好ましく、１.０～１.８であることがより好ましく、１.０～１.５であることが
特に好ましい。
【００７９】
　次に、本発明に用いる三波長型バックライトについて説明する。
　本発明に用いる三波長型バックライトは、緑色（Ｇ）ＬＥＤ、赤色（Ｒ）ＬＥＤ、およ
び青色（Ｂ）ＬＥＤからなることが好ましい。上記緑色（Ｇ）ＬＥＤのピーク波長が５２
０～５４０ｎｍの範囲内であり、上記赤色（Ｒ）ＬＥＤのピーク波長が６２０ｎｍ以上で
あり、上記青色（Ｂ）ＬＥＤのピーク波長が４７０ｎｍ以下であることがより好ましい。
【００８０】
　本発明の液晶表示素子において、各色のピーク波長が上記の範囲内であることにより、
緑色の再現領域が広くすることが可能となり、またカラーフィルタによる各色の色分離を
容易に行うことが可能となる。
　以下、各色ＬＥＤについて説明する。
【００８１】
１．緑色（Ｇ）ＬＥＤ
　本発明における緑色（Ｇ）ＬＥＤは、ピーク波長が５２０～５４０ｎｍの緑色（Ｇ）Ｌ
ＥＤであれば、その種類等は特に限定されるものではない。ＮＴＳＣ規格（破線）の緑色
（Ｇ）は、５３０ｎｍ近傍である。
　本発明の液晶表示素子において、三波長型ＬＥＤバックライトの、緑色（Ｇ）のＬＥＤ
のピーク波長を５２０～５４０ｎｍとすることにより、緑色の再現領域が広くなり、ＮＴ
ＳＣ比を高くすることが可能となる。
【００８２】
　ここで、ＮＴＳＣ比とは、ＮＴＳＣ規格の色再現領域に対する、液晶表示素子の実測し
た色再現領域の割合である。
【００８３】
　本発明においては、上記緑色（Ｇ）ＬＥＤのピーク波長が５２０～５４０ｎｍでの範囲
内、中でも５３０～５４０ｎｍの範囲内であることが好ましい。
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【００８４】
　具体的に、ピーク波長が上記範囲内の緑色（Ｇ）ＬＥＤの種類としては、例えば、ＤＧ
１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製）、ＵＧ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製）、
Ｅ１Ｌ５１－３Ｇ（豊田合成（株）製）、Ｅ１Ｌ４９－３Ｇ（豊田合成（株）製）、ＮＳ
ＰＧ５００Ｓ（日亜化学工業（株）製）等が挙げられる。
【００８５】
２．赤色（Ｒ）ＬＥＤ
　本発明における赤色（Ｒ）ＬＥＤは、ピーク波長が６２０ｎｍ以上のＬＥＤであれば、
特に限定されるものではない。ＮＴＳＣ規格の赤色（Ｒ）は、６１０ｎｍ近傍である。
【００８６】
　本発明の液晶表示素子において、三波長型ＬＥＤバックライトとして、赤色（Ｒ）ＬＥ
Ｄのピーク波長を６２０ｎｍ以上とすることにより、赤色のＮＴＳＣ規格の色度点を再現
することができ、ＮＴＳＣ比を高くすることが可能となる。
【００８７】
　さらに、赤色（Ｒ）ＬＥＤのピーク波長が上記範囲内であれば、カラーフィルタにより
上述した緑色（Ｇ）ＬＥＤとの色分離が容易となることから、液晶表示素子の色純度を高
めることが可能となるのである。
【００８８】
　本発明においては、赤色（Ｒ）ＬＥＤのピーク波長が、６２０ｎｍ以上、中でも６２５
ｎｍ～６３５ｎｍの範囲内であることが好ましい。
【００８９】
　具体的に、上記範囲内にピーク波長を有し、赤色（Ｒ）ＬＥＤとして用いられるＬＥＤ
の種類としては、例えばＦＲ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製）、ＦＲ５３６６Ｘ（
スタンレー電気（株）製）、ＮＳＴＭ５１５ＡＳ（Ｒ）（日亜化学工業（株）製）、ＧＬ
３ＺＲ２Ｄ１ＣＯＳ（シャープ（株）製）、ＧＭ１ＪＪ３５２００ＡＥ（シャープ（株）
製）等が挙げられる。
【００９０】
３．青色（Ｂ）ＬＥＤ
　本発明に用いられる青色（Ｂ）ＬＥＤは、ピーク波長が４７０ｎｍ以下のＬＥＤであれ
ば、特に限定されるものではない。ＮＴＳＣ規格の青色（Ｂ）は、４７０ｎｍ近傍であり
、本発明の液晶表示素子において、液晶表示素子用ＬＥＤバックライトとして、青色（Ｂ
）のＬＥＤのピーク波長を４７０ｎｍ以下とすることにより、青色のＮＴＳＣ規格の色度
点を再現することができ、ＮＴＳＣ比を高くすることが可能となる。
【００９１】
　また、青色（Ｂ）ＬＥＤのピーク波長が上記範囲内であれば、カラーフィルタにより上
述した緑色（Ｇ）ＬＥＤとの色分離が容易となることから、液晶表示素子の色純度を高め
ることが可能となるのである。
【００９２】
　本発明においては、青色（Ｂ）ＬＥＤのピーク波長が、４７０ｎｍ以下、中でも４６５
ｎｍ～４５０ｎｍの範囲内であることが前記カラーフィルタによる色分離の点から好まし
い。
【００９３】
　具体的に、上記範囲内にピーク波長を有し、青色（Ｂ）ＬＥＤとして用いられるＬＥＤ
の種類としては、ＤＢ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製）、ＤＢ５３０６Ｘ（スタン
レー電気（株）製）、Ｅ１Ｌ５１－３Ｂ（豊田合成（株）製）、Ｅ１Ｌ４Ｅ－ＳＢ１Ａ（
豊田合成（株）製）、ＮＳＰＢ６３０Ｓ（日亜化学工業（株）製）、ＮＳＰＢ３１０Ａ（
日亜化学工業（株）製）等が挙げられる。
【００９４】
　本発明に用いる三波長型バックライトは、上述した３色のＬＥＤを組み合わせることに
より、色再現領域が広く、かつカラーフィルタにより各色の色分離を容易に行うことが可
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能である。
【００９５】
　また、上述した３色のＬＥＤの輝度比率を調整することにより、ホワイトバランスを調
整することが可能である。すなわち、ＮＴＳＣ規格の白であるＣ光源の色度点にも調整す
ることができる。
【００９６】
　本発明に用いる三波長型バックライトは、一般的にサイドライト式が用いられる。サイ
ドライト方式バックライトは、光源がバックライトユニットの側面に配置され、下面に反
射散乱部等を有する導光板から構成され、均一な発光面が得られるものである。直下式バ
ックライトに比べて、バックライトユニットを小型にすることができ、また必要とするＬ
ＥＤの個数も比較的少数で構成することができることから好ましい。
　ここで、本発明における分光スペクトルの測定値は、大塚電子製分光測光装置ＭＣＰＤ
－２０００を用いたものである。
【実施例】
【００９７】
　以下、本発明を実施例に基づきさらに詳細に説明するが、本発明はこれらに限定される
ものではない。尚、特に断りのない限り、以下の実施例において「部」とは「質量部」を
表し、「％」は「質量％」を表し、「分子量」は「重量平均分子量」を表す。
（実施例）
＜顔料分散組成物Ａ＞
　メタンスルホン酸（第１溶媒）（和光純薬社製）５００ｍｌを８０℃に加熱しながら、
顔料Ｃ．Ｉ．ピグメントバイオレット２３（クラリアント社製、Ｈｏｓｔａｐｅｒｍ　Ｖ
ｉｏｌｅｔ　ＲＬ－ＮＦ）３０．０ｇ及びポリビニルピロリドン（Ｋ－３０、商品名、和
光純薬社製）３０．０ｇを添加して、顔料溶液Ａ（密度：１．０ｋｇ／ｍ２）を調製した
。
　この顔料溶液Ａを、ビスコメイトＶＭ－１０Ａ－Ｌ（商品名、ＣＢＣマテリアルズ社製
）を用いて粘度を測定した結果、顔料溶液Ａの液温が２５．０℃のときの粘度が１８．１
ｍＰａ・ｓであった。これとは別に貧溶媒（第２溶媒）として、１ｍｏｌ／ｌ水酸化ナト
リウム溶液（和光純薬社製）１５ｍｌを含有した水１５００ｍｌを用意した。
【００９８】
　ここで、２５℃に温度コントロールし、ＧＫ－０２２２－１０型ラモンドスターラー（
商品名、藤沢薬品工業社製）により５００ｒｐｍで攪拌した貧溶媒の水１５００ｍｌに、
８０℃にした顔料溶液ＡをＮＰ－ＫＸ－５００型大容量無脈流ポンプ（商品名、日本精密
化学社製）を用いて注入した。顔料溶液Ａの送液配管の流路径及び供給口径を０．８ｍｍ
とし、その供給口を貧溶媒中に入れ、流速１００ｍｌ／ｍｉｎで４００ｍｌ注入すること
により、有機顔料粒子を形成し、顔料分散液Ａを調製した。
【００９９】
　上記の手順で調製した顔料分散液Ａを（株）コクサン社製Ｈ－１１２型遠心濾過機およ
び敷島カンバス（株）社製Ｐ８９Ｃ型ロ布を用いて５０００ｒｐｍで９０分濃縮し、顔料
分散液Ａから溶媒分を取り除いて減じ、顔料ナノ粒子濃縮ペーストを回収した。ペースト
の顔料含率をアジレント（Ａｇｉｌｅｎｔ）社製８４５３型分光光度計を用いて測定した
ところ、１７．１質量％であった。
【０１００】
　上記顔料ナノ粒子濃縮ペースト１５．４ｇに、乳酸エチル（第３溶媒）５０．０ｍｌに
特開２０００－２３９５５４号公報に従い合成した顔料分散剤Ａ０．１３ｇ、ソルスパー
ス３９０００（ビックケミー社製）を２．５０ｇ添加した溶液を加えた。これをディゾル
バで１５００ｒｐｍ・６０分攪拌し、さらに酢酸エチル２５．０ｍｌを添加しディゾルバ
で５００ｒｐｍ・１０分攪拌して分散液とした。
【０１０１】
　この分散液を、住友電工ファインポリマ社製ＦＰ－０１０型フィルタを用いて、ろ過す
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ることにより（第２濃縮・除去工程）、ペースト状の濃縮顔料液Ａ（ナノ顔料濃度３０．
６質量％）を得た。
【０１０２】
【化１】

【０１０３】
　前記ペースト状の濃縮顔料液Ａを用い、下記組成の顔料分散組成物Ａを作製した。
　　前記ペースト状の濃縮顔料液Ａ　　　　　　　　　　　　　　２１．０ｇ
　　ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４３．３ｇ
【０１０４】
　上記組成の顔料分散組成物を超音波ホモジナイザーで３時間分散し、顔料分散組成物Ａ
とした。得られた顔料分散組成物の顔料ナノ粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ、
平均粒径は２０ｎｍであった。
【０１０５】
＜顔料分散組成物Ｂ＞
　下記のようにして顔料分散組成物Ｂを調製した。
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　顔料（ピグメントバイオレット２３）　　　　　　　　　　　９．６０ｇ
　　　　塩化ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０ｇ
　　　　顔料分散剤Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．９０ｇ
　　　　ソルスパース３９０００（ビックケミー社製）　　　　　　　９．６０ｇ
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　１，３ブチレングリコールジアセテート液中に塩化ナトリウム、顔料（ピグメントバイ
オレット２３、（クラリアント社製、Ｈｏｓｔａｐｅｒｍ　Ｖｉｏｌｅｔ　ＲＬ－ＮＦ）
の紛体、ソルスパース３９０００を双腕型ニーダーに仕込み、８０℃で６時間混練した。
混練後８０℃の１％塩酸水溶液７００質量部に取り出し、１時間攪拌後、ろ過、湯洗、乾
燥、粉砕した後、粉砕物１ｇに対し１，３ブチレングリコールジアセテート２．４ｇを添
加混合した。上記顔料組成物をモーターミルＭ－５０（アイガー・ジャパン社製）で、直
径０．６５ｍｍのジルコニアビーズを用い、周速９ｍ／ｓで１時間分散し,顔料分散物Ｂ
を得た。得られた顔料分散組成物の顔料粒子を走査型電子顕微鏡で観察したところ、平均
粒径は８５ｎｍであった。
＜Ｂ顔料分散物１＞
　・上記の顔料分散組成物Ｂの調製に用いたＰＶ－２３をＰＢ１５：６（東洋インキ製造
(株)製のＲｉｏｎｏｌ　Ｂｌｕｅ　ＥＳ）に代えた以外は顔料分散組成物Ｂと同様にＢ顔
料分散物１を調製した。得られたＢ顔料分散物１の顔料粒子を走査型電子顕微鏡で観察し
たところ、平均粒径は５５ｎｍであった。
　次いで、下記表１に記載の組成となるよう他の成分と混合して、カラーフィルタ用着色
感光性樹脂組成物Ｂ１及びＢ２を調製した。
【０１０６】
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【表１】

【０１０７】
＜バインダー１＞
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸／メチルメタクリレート
　　　＝３６／２２／４２モル比のランダム共重合物、分子量３万）　　２７質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
＜ＤＰＨＡ液＞
　・ジペンタエリスリトールヘキサアクリレート（重合禁止剤ＭＥＨＱ　５００ｐｐｍ
　　含有、日本化薬(株)製、商品名：ＫＡＹＡＲＡＤ　ＤＰＨＡ）　　　７６質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４質量部
＜界面活性剤１＞
　・下記構造物１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０質量部
　・メチルエチルケトン　　　　　　　　　　　　　　　　７０質量部
【０１０８】

【化２】

【０１０９】
　次いで、特開２００６－２７６８１８号公報の実施例１及び１３に記載の処方、方法で
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【０１１０】
【表２】

【０１１１】
＜Ｋ顔料分散物１＞
　・カーボンブラック　　　　　　　　　　　　　　　１３．１質量部
　・分散剤（下記化合物１）　　　　　　　　　　　　０．６５質量部
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７２／２８モル比
　のランダム共重合物、分子量３．７万）　　　　　　６．７２質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　７９．５３質量部
＜バインダー２＞
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７８／２２モル比
　のランダム共重合物、分子量３．８万）　　　　　　２７質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
【０１１２】
【化３】

【０１１３】



(25) JP 2009-47936 A 2009.3.5

10

20

【表３】

【０１１４】



(26) JP 2009-47936 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

【表４】

【０１１５】
＜Ｒ顔料分散物１＞
　・Ｃ．Ｉ．Ｐ．Ｒ．２５４　　　　　　　　　　　　　８質量部
　・分散剤（前記化合物１）　　　　　　　　　　　０．８質量部
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７２／２８モル比
のランダム共重合物、分子量３万）　　　　　　　　　　８質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　８３質量部
＜Ｒ顔料分散物２＞
　・Ｃ．Ｉ．Ｐ．Ｒ．１７７　　　　　　　　　　　　１８質量部
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７２／２８モル比
のランダム共重合物、分子量３万）　　　　　　　　　１２質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０質量部
＜バインダー３＞
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸／メチルメタクリレート
＝３８／２５／３７モル比のランダム共重合物、分子量４万）　　　　２７質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３質量部
＜Ｇ顔料分散物１＞
　・Ｃ．Ｉ．Ｐ．Ｇ．３６　　　　　　　　　　　１８質量部
　・ポリマー（ベンジルメタクリレート／メタクリル酸＝７２／２８モル比
のランダム共重合物、分子量３．８万）　　　　　１２質量部
　・シクロヘキサノン　　　　　　　　　　　　　３５質量部
　・ＭＦＧＡＣ　　　　　　　　　　　　　　　　３５質量部
＜Ｙ顔料分散物１＞
　・御国色素(株)製の「商品名：ＣＦエローＥＸ３３９３」を用いた。



(27) JP 2009-47936 A 2009.3.5

10

20

30

40

50

【０１１６】
　前記で調製した着色感光性樹脂組成物Ｋ１、Ｂ１、Ｒ１０３、Ｇ１０３を用いて、特開
２００６－２７６８１８号公報の実施例１１と同様の下記方法で、対応する感光性樹脂転
写材料Ｋ１、Ｂ１、Ｒ１０３、Ｇ１０３をそれぞれ作製した。
－感光性樹脂転写材料の作製－
　厚さ７５μｍのポリエチレンテレフタレートフィルム仮支持体の上に、スリット状ノズ
ルを用いて、下記処方Ｈ１からなる熱可塑性樹脂層用塗布液を塗布、乾燥させた。次に、
下記処方Ｐ１から成る中間層用塗布液を塗布、乾燥させた。更に、前記着色感光性樹脂組
成物Ｋ１を塗布、乾燥させ、該仮支持体の上に乾燥膜厚が１４．６μｍの熱可塑性樹脂層
と、乾燥膜厚が１．６μｍの中間層と、乾燥膜厚が２．４μｍの感光性樹脂層を設け、保
護フイルム（厚さ１２μｍポリプロピレンフィルム）を圧着した。
　こうして仮支持体と熱可塑性樹脂層と中間層（酸素遮断膜）とブラック（Ｋ）の感光性
樹脂層とが一体となった感光性樹脂転写材料を作製し、サンプル名を感光性樹脂転写材料
Ｋ１とした。
【０１１７】
熱可塑性樹脂層用塗布液：処方Ｈ１
　・メタノール　１１．１質量部
　・ＭＦＧＡＣ　６．３６質量部
　・メチルエチルケトン　５２．４質量部
　・メチルメタクリレート／２－エチルヘキシルアクリレート／ベンジル
メタクリレート／メタクリル酸共重合体（共重合組成比（モル比）
＝５５／１１．７／４．５／２８．８、分子量＝９万、Ｔｇ≒７０℃）　５．８３質量部
　・スチレン／アクリル酸共重合体（共重合組成比（モル比）
＝６３／３７、分子量＝１万、Ｔｇ≒１００℃） １３．６質量部
　・ビスフェノールＡにペンタエチレングリコールモノメタクリートを２当量脱水縮合し
た化合物（新中村化学工業(株)製、商品名：２，２－ビス［４－（メタクリロキシポリエ
トキシ）フェニル］プロパン）　９．１質量部
　・前記界面活性剤１　０．５４質量部
【０１１８】
中間層用塗布液：処方Ｐ１
　・ＰＶＡ２０５（ポリビニルアルコール、(株)クラレ製、
鹸化度＝８８％、重合度５５０）　３２．２質量部
　・ポリビニルピロリドン（アイエスピー・ジャパン(株)製、Ｋ－３０）　１４．９質量
部
　・蒸留水　　　　５２４質量部
　・メタノール　　４２９質量部
【０１１９】
　次に、前記感光性樹脂転写材料Ｋ１の作製において用いた前記着色感光性樹脂組成物Ｋ
１を、上記着色感光性樹脂組成物Ｒ１０３、Ｇ１０３及びＢ１に変更し、それ以外は上記
と同様の方法により、感光性樹脂転写材料Ｒ１０３、Ｇ１０３及びＢ１を作製した。
　次に、前記調製した感光性樹脂転写材料Ｋ１、Ｂ１、Ｒ１０３、Ｇ１０３を用いて、特
開２００６－２７６８１８号公報の実施例１１と同様の方法でラミネ－ト法によりブラッ
クマトリクス、Ｒ画素、Ｇ画素、Ｂ画素を備えたカラーフィルタを作製した。
　次いで、前記より得たカラーフィルタ基板のＲ画素、Ｇ画素、及びＢ画素並びにブラッ
クマトリクスの上に更に、ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ　Ｔｉｎ　Ｏｘｉｄｅ）の透明電極をス
パッタリングにより形成した。次いで、特開２００６－６４９２１号公報の実施例１に従
い、前記で形成したＩＴＯ膜上のブラックマトリックス上部に相当する部分にスペーサを
形成した。
　別途、対向基板としてガラス基板を用意し、カラーフィルタ基板の透明電極上及び対向
基板上にそれぞれＰＶＡモード用にパターニングを施し、その上に更にポリイミドよりな
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る配向膜を設けた。
　その後、カラーフィルタの画素群を取り囲むように周囲に設けられたブラックマトリク
ス外枠に相当する位置に紫外線硬化樹脂のシール剤をディスペンサ方式により塗布し、Ｐ
ＶＡモード用液晶を滴下し、対向基板と貼り合わせた後、貼り合わされた基板をＵＶ照射
した後、熱処理してシール剤を硬化させた。このようにして得た液晶セルの両面に、（株
）サンリッツ製の偏光板ＨＬＣ２－２５１８を貼り付けた。
　次いで、赤色（Ｒ）ＬＥＤとしてＦＲ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製のチップ型
ＬＥＤ）、緑色（Ｇ）ＬＥＤとしてＤＧ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製のチップ型
ＬＥＤ）、青色（Ｂ）ＬＥＤとしてＤＢ１１１２Ｈ（スタンレー電気（株）製のチップ型
ＬＥＤ）を用いてサイドライト方式の三波長型バックライトを構成し、前記偏光板が設け
られた液晶セルの背面となる側に配置し、ＬＥＤバックライトを備えた液晶表示素子１を
作製した。
　図３は、前述のように実施例で用いた三波長型バックライトの発光スペクトルを示す図
である。図３から明らかなように、緑色の輝線のピークは５３５ｎｍであり、赤色の輝線
のピークは６３０ｎｍであり、青色の輝線のピークは４６０ｎｍである。
【０１２０】
（比較例１）
　実施例１で作製した液晶表示素子１において、用いたＬＥＤのバックライトの代わりに
冷陰極管のバックライトを構成し、前記偏光板が設けられた液晶セルの背面となる側に配
置し、冷陰極管のバックライトを備えた液晶表示素子２を作製した。
（比較例２）
　実施例１において、用いた着色感光性樹脂組成物Ｂ１の代わりに着色感光性樹脂組成物
Ｂ２を用いてカラーフィルタを作製し、同様の方法で液晶表示素子３を作製した。
（比較例３）
　実施例１で作製した液晶表示素子１において、着色感光性樹脂組成物Ｂ１の代わりに着
色感光性樹脂組成物Ｂ２を用いたカラーフィルタを、ＬＥＤのバックライトの代わりに冷
陰極管のバックライトを、それぞれ使用し、前記偏光板が設けられた液晶セルの背面とな
る側に配置し、冷陰極管のバックライトを備えた液晶表示素子４を作製した。
【０１２１】
　以上で作製した液晶表示素子について以下の評価を行った。
１）色再現領域（ＮＴＳＣ比）
　顕微分光光度計（オリンパス光学社製；ＯＳＰ１００又は２００）により液晶表示装置
の色度を測定し、ＮＴＳＣ規格の色再現領域に対する、各実測した色再現領域の割合で示
した。
２）コントラスト
　作製した液晶表示素子において、白を表示させた時と黒を表示させた時の透過光量を測
定し、その比をコントラストとした（「１９９０年第７回色彩光学コンファレンス、５１
２色表示１０．４”サイズＴＦＴ－ＬＣＤ用カラーフィルタ、植木、小関、福永、山中」
等参照。）。色度の測定には色彩輝度計（（株）トプコン社製ＢＭ－５）を用いた。色彩
輝度計の設置位置は、液晶表示素子のバックライトと反対側の偏光板から、６００ｍｍの
位置に設置した色彩輝度計で測定した。色彩輝度計の測定角は1°に設定した。バックラ
イトの光量は、サンプルを設置しない状態で、２枚の偏光板をパラレルニコルに設置した
ときの輝度が１２８０ｃｄ／ｍ２になるように設定した。
３）長時間表示特性
　作製した液晶表示素子を１２８０ｃｄ／ｍ2の輝度で連続１０００時間表示し、青光の
照度（青表示した際の光の照度）を暗室にて液晶表示装置の画面の４００ｍｍの位置に照
度計ＵＶ－Ｍ１０－Ｓ〔（株）オーク製作所製〕を測定角は２°に設定して設置して測定
し、各実施例、比較例のテスト前後の相対値（テスト後の照度／テスト前の照度）を、前
記色再現域、コントラストのデータと共に表５に示した。
【０１２２】
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【表５】

【０１２３】
　表５から明らかなように、冷陰極管を用いた比較例１の液晶表示素子は色再現領域に劣
っていた。本発明に規定の有機顔料ナノ粒子を含有していない比較例２の液晶表示素子は
コントラストに劣っていた。
　一方、本発明の実施例１の液晶表示素子は色再現領域、コントラストともいずれも優れ
ていた。
　また、比較例１、３の結果から明らかなようにバックライトとして冷陰極管を用いた場
合、本発明に規定の有機顔料ナノ粒子を含有していても、長時間表示特性は大きく影響し
ないが、実施例１、比較例２の結果から明らかなようにＬＥＤを用いた場合では顕著に改
善が見られる。
　この効果の詳細は定かではないが、本発明に規定の有機顔料ナノ粒子と従来の粒子では
特定波長の光に対する耐光性が異なっており、光源の波長特性が変わったために本発明に
規定の有機顔料ナノ粒子の耐光性に悪影響する波長の光の強度が小さくなったためと考え
られる。
　結果的にＬＥＤのバックライトを使用しながら、本発明に規定の有機顔料ナノ粒子を用
いると色再現、コントラスト、長時間表示特性の３つの性能を同時に満足することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【０１２４】
【図１】図１は、本発明の液晶表示素子の１つの実施態様の構成の概略を示す断面図であ
る。
【図２】本発明に用いる有機顔料ナノ粒子の製造に用いられる限外ろ過装置の一構成例を
示す説明図である。
【図３】図３は、実施例で用いた三波長型バックライトの発光スペクトルを示す図である
。
【符号の説明】
【０１２５】
　１　透明基板
　２　カラーフィルタ
　３　透明電極
　４　アレイ基板
　５　ＩＴＯ電極
　６　液晶層
　７　アレイ基板側透明基板
　８　三波長型バックライト
　２１　分散物を収納する容器
　２２　循環用ポンプ
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　２３　限外ろ過モジュール
　２４　補充純粋計測用流量計
　２５　透過水計測用流量計
　２６　逆方向洗浄用ポンプ

【図１】

【図２】

【図３】
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